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青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則

平成19年５月23日

青森県公安委員会規則第７号

青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則をここに公布する。

青森県留置施設視察委員会の運営に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法律第50号。以下

「法」という。）第22条第１項及び青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例（平成

19年３月青森県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、青森県留置施設視察

委員会（以下「委員会」という。）に対する情報の提供その他委員会の運営に関し必要な事項を定

めるものとする。

（任命書及び解任書の交付）

第２条 法第21条第１項の規定により委員を任命するときは、任命書（別記様式第１号）の交付によ

り行うものとする。

２ 条例第３条第４項の規定により委員を解任するときは、解任書（別記様式第２号）の交付又は送

付により行うものとする。

（委員会に対する情報の提供）

第３条 留置業務管理者（法第16条第１項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。）は、毎年

度最初に開かれる委員会の会議において、委員が留置施設の運営の状況を把握するために必要な情

報を記載した書面を提出するものとする。

２ 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(１) 施設の概要

(２) 収容基準人員及び被留置者数の推移

(３) 施設の管理の体制

(４) 法第24条の規定により準用される法第12条の規定による参観の許否の状況

(５) 法第186条の規定による被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに法第187条の規定による

被留置者の自弁の物品の使用及び摂取の状況

(６) 法第190条第１項の規定による自弁の嗜好品の摂取及び第208条第１項の規定による自弁の書

籍等の閲覧の停止措置の実施状況

(７) 法第199条から第204条までの規定による被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措

置の状況

(８) 法第213条の規定による捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の使用状況並びに法第214条の規定に

よる保護室への収容状況

(９) 法第216条から第219条まで及び法第228条の規定による被留置者の面会並びに法第221条から

第227条までの規定による信書等の発受の許否、禁止、差止め又は制限の事例

(10) 法第229条第１項の規定による審査の申請、法第230条第１項の規定による再審査の申請、法

第231条第１項及び法第232条第１項の規定による事実の申告並びに法第233条から第235条までの

規定による苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

３ 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、委員がその状況を把握するた

めに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(１) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(２) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(３) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

（議事）

第４条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。
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２ 警察本部警務部の留置管理業務主管課（以下「主管課」という。）の長は、必要があると認める

ときは、委員長に対して会議の招集を求めることができる。

３ 委員会は、原則として警察本部において開催し、主管課の長に対して必要な協力を求めるものと

する。

（会議録）

第５条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。

２ 会議録は、主管課において作成し、保存する。

（情報の管理）

第６条 委員は、職務に関して知り得た秘密に係る情報を漏洩させないために必要な措置を講ずるも

のとする。

（視察する留置施設の変更）

第７条 委員は、視察する留置施設に親族又は利害関係者若しくはこれらに類する者が被留置者とし

て収容されていることを知ったときは、委員長に報告するものとする。

２ 前項の報告を受けた委員長は、主管課の長を通じて当該委員が視察する留置施設を変更するもの

とする。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

（委任）

第９条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

附 則（平成26年公安委員会規則第１号）

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成31年公安委員会規則第５号）

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式省略


